
●貸付申請から資金貸付までの流れ図

②貸付申請書を提出 ③貸付申請書

④貸付決定通知

・貸付決定

⑤借用証書

⑤借用証書

⑥資金貸付 ⑥資金貸付

・地域沿岸漁業振興上の観点から意見とりまとめ

貸

付

申

請

者

所

属

漁

協

等

事務委託機関

（東日本信漁連）

・申請受付

（年５回）

県水産業振興課

県地方振興事務所

沿岸漁業改善資金運営協議会

・概ね２カ月に１回開催
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